
資

キ斗

悌
図
に
於
け
る
ブ

プ

ン
安
定
の
経
過

ア

ン

． 
カ

ヒ

タ

ン

日昼

野

辰

雄

抄

諜

（
謀
者
日
）

左
に
掲
げ
る
資
料
は
、
フ
ラ
ン
ス
・
巴
里
大
串
首
席
敬
授
ア
ン
リ
・
カ
ピ
タ
ン
博
士
が
先
般
来
朝
せ
ら
れ
、
日
本
エ

業
ク
ラ
プ
及
臼
悌
舎
館
で
な
さ
れ
た
講
潰
「
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
「
法
」
の
安
定
』
を
基
礎
と
し
、
多
少
手
も
と
に
あ
っ
た
材

料
を
問
加
し
た
る
要
領
の
一
部
で
あ
る
。
従
っ
て
本
文
の
睦
裁
共
他
に
付
て
は
或
は
博
士
の
意
に
副
は
左
い
様
た
個
所
が
な
い

と
も
促
ら
な
い
。

× 

× 

× 

× 

昭
和
六
年
十
二
月
十
二
日
大
命
政
友
舎
に
降
り
民
政
業
内
閣
に
代
つ
も
ι
。
同
曾
従
来
の
主
張
に
基
い
て
金
輸
出
再
禁
止
が
蹴

行
せ
ら
る
L

事
に
友
ら
う
と
思
ふ
。
そ
の
結
果
は
国
話
替
相
場
の
下
落
を
見
る
可
く
、
貨
幣
債
値
の
下
落
．
物
債
騰
貴
と
も
汝

る
と
思
考
せ
ら
る
る
。

最
近
我
闘
の
経
油
田
作
は
一
大
難
局
に
直
面
し
た
も
の
と
謂
は
ね
ば
友
p

り
た
い

Q

金
輸
出
解
禁
、
再
禁
止
の
是
非
を
論
議
す
る

は
本
文
の
主
旨
ず
な
い
。
只
伸
闘
が
多
難
た
り
し
一
九
二
六
年
ま
で
の
財
政
囲
難
を
．
如
何
に
よ
く
切
り
ぬ
け
、
園
足
。
努
力

司、

厄lltl

叢

偽
闘
に
放
け
る
フ
ラ
シ
安
定
の
経
過

ご

O
七



F電

与量

言命

叢

第

四

競

ニ
O
八

に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
貨
の
安
定
を
は
か
り
、
金
本
位
に
立
擁
し
て
一
園
財
政
D
基
礎
を
確
立
し
得
た
か
を
本
抄
諜
に
よ
り
明
瞭
に

知
る
事
が
出
来
る
と
し
た
な
ら
、
博
士
の
悦
で
あ
る
と
共
に
亦
諜
者
の
幸
甚
と
す
る
所
で
あ
る
。

× 

x 

× 

× 

誌
に
カ
ピ
タ
ン
博
士
の
経
挺
及
主
要
な
る
著
書
を
筒
草
に
紹
介
す
る
事
は
、
本
文
の
護
者
に
と
っ
て
決
し
て
無
意
義
で
な
い

と
考
4
A

る。

カ
ピ
タ
ン
博
士
ハ
出
店
平
］
［
旨
白
山
富
（

J
4
E
8
3
ほ
一
八
六
五
年
九
月
悌
園
グ
ル
ノ
1
プ
ル
市
に
帆
々
の
聾
を
挙
げ
、

八

九
一
年
よ
り
一
九

O
八
年
に
か
け
同
大
準
法
科
大
壊
の
教
授
と
し
て
民
法
、
持
働
法
を
講
ぜ
ら
れ
、

一
九

O
八
年
巳
泉
大
事
教

授
に
柴
輔
、
間
労
働
法
‘
比
較
民
法
、
民
訟
の
講
座
を
捲
営
せ
ら
れ
、
現
に
同
法
科
大
曲
撃
に
が
、
け
る
民
訟
の
首
席
数
授
で
あ
る
。

博
士
は
文
、
悌
悶
精
帥
科
皐
皐
士
院
食
品
た
る
の
外
、
高
等
教
脊
曾
議
員
、
持
働
審
議
曾
議
員
、
セ
イ
ヌ
臨
訴
訟
事
件
諮
問
委

員
舎
委
員
等
幾
多
の
重
要
な
る
任
務
に
古
っ
て
居
ら
れ
る
。

博
士
の
著
書
は
多
い
が
そ
の
主
要
た
る
も
の
を
暴
れ
ば
、

民
法
緒
論
．
附
労
働
法
講
義
．
コ

l
ラ
ン
、
カ
ピ
タ
ン
共
著
フ
ラ
ン
ス
民
法
講
義
、
債
務
原
因
論
、
判
例
事
案
濯
集
、
ヵ
ピ
タ

ン
．
キ
ユ
シ
主
主
将
労
働
法
講
義
並
に
労
働
法
提
要
等
が
あ
る
。

ζ

の
最
後
の
も
の
は
幸
忙
博
士
の
快
諾
を
得
て
来
春
私
が
棚

諜
出
版
す
る
事
を
得
る
に
至
っ
た
。

猫
と
L
K
特
記
ナ
可
き
事
は
博
士
中
米
朝
に
際
し
て
特
に
法
律
墜
界
に
設
さ
れ
た
功
績
に
依
り
、
動
二
等
を
賜
は
っ
た
事
で
、

誠
に
慶
賀
の
至
り
で
あ
る
。

× 

× 

× 

× 



去
る
十
月
‘
博
士
来
朝
以
来

日
本
の
各
地
大
島
十
等
に
於
て
た
さ
れ
た
る
講
演
の
題
は
共
の
如
く
で
あ
る
。

「
私
法
の
国
際
的
統
ご
、
「
二
十
世
紀
以
来
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
進
化
勺
「
不
法
行
篤
責
任
」
．
「
枇
曾
連
帯
と
法
律
「
「
附

合
契
約
と
損
害
」
‘
「
櫨
利
の
濫
用
」
、
「
職
業
組
合
」
、
「
勢
働
協
約
」
等
で
あ
る
。
精
此
等
講
演
の
速
記
の
鶴
語
は
近
日
杉
山
直

治
郎
博
士
に
よ
り
出
版
せ
ら
る
L

事
と
た
っ
て
居
る
。

。

月
法
、 世

界
大
戦
前
、
悌
闘
に
は
完
杢
な
る
先
換
制
が
確
立
せ
ら
れ
で
あ
っ
た
。
偽
闘
の
奮
貨
幣
制
度
は
一
八

O
一
ニ
年
三

一
八
七
三
年
銀
貨
製
造
停
止
に
関
す
る
法
律
の
二
法
で
あ
っ
た
。
此
一
八
Q
コ
一
年
法
は
所
謂
共
和
暦
十
一
年

ゼ

Y
ミ
ナ
Y
七
日
誌
で
金
銀
抱
本
位
制
を
採
用
し
、
金
貨
は
一
「
法
」
に
付
純
九
金
三
二
二

ミ

9
グ
ラ
ム
五
八
、
五
法

銀
貨
は
一
「
法
」
に
付
純
九
銀
五
グ
ラ
ム
で
あ
っ
た
。

（
同
法
第
八
俊
民
「
二
十
法
ノ
貨
幣
A

一
砥
ヲ
一
五
五
ニ
裁
断
ジ
、
四
十
法
貨
幣
A

七
七
、
五
箇
－
Y
裁
断
サ
レ
タ

Y
金
量
ー
ヲ
有
ス
一
と
規
定
す
）

従

τ
一
O
O
訟
紙
幣
を
有
す
る
も
の
は
二

O
法
金
貨
五
枚
を
所
持
せ
る
と
同
一
で
あ
b
、
叉
賞
際
の
取
引
に
金
貨

が
流
通
し
℃
居
っ
た
。

然
る
に
大
戦
勃
殺
す
る
や
、
英
大
な
る
金
主
必
要
と
す
る
事
を
畳
悟
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
働
問
主
し

τ

論

叢

悌
闘
に
於
け
る
フ
ラ
シ
安
定
の
経
過

二

O
九



薪i

聖桑

論

叢

第

問

競

二
一

O

は
出
来
得
る
限
b
金
を
多
く
保
有
す
る
乙
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

そ
の
方
法
左
し
℃
金
輪
出
を
禁
止
し
、
銀
行
雰
の
免
換
を
停
止
し
台
。
即
ち
フ
ラ
ン
は
不
換
紙
鮮
と
よ
b
、
法
律

に
よ
b
強
制
通
用
方
が
興
へ
ら
る
る
に
至
っ
た
。
即
ち
ア
ア
ン
ス
銀
行
は
銀
行
券
を
金
貨
に
先
換
す
る
請
求
に
臆
ず

る
義
務
を
沼
地
る
、
乙
と
に
な
っ
た
。

そ
の
結
果
は
潟
替
市
場
に
於
て
は
、

プ
ラ
ン
貨
は
ブ
ラ
シ
ス
闘
が
そ
の
市
場
に
有
す
る
信
用
の
割
合
に
騒
じ
た
債

値
し
か
有
し
な
い
事
と
な
っ
た
。

？ミ
然
る
に
フ
ラ
ン
ス
の
経
済
財
政
一
上
の
信
用
は
ま
だ
莫
大
な
る
戟
費
の
必
要
を
見
る
に
至
っ
て
遂
に
動
揺
を
来
し

今
戦
費
が
如
何
在
る
財
源
に
よ
b
支
捕
は
れ
た
か
を
見
る
に
、
主
と
し
て
内
外
位
に
依
た
の
で
あ
る
。
殊
に
短
期

闘
内
会
債
の
批
慣
行
に
待
っ
た
。
然
る
に
一
九
二
二
年
頃
か
ら
そ
の
償
還
が
毎
年
到
来
し
初
む
る
に
至

b
、
悌
闘
は
逐

次
増
加
し
ち
ゃ
ま
な
い
支
出
を
、
た
ば
（
正
貨
準
備
の
不
充
分
と
云
よ
よ
b
）
不
換
紙
幣
た
る
銀
行
参
を
増
捜
し
て

の
み
償
ム
外
は
な
か
っ
た
。
従
つ
℃
通
貨
は
膨
張
し
、
之
に
作
っ
て
通
貨
は
そ
の
依
値
を
減
じ
、
魚
替
相
場
は
下
落

し
た
。

一
九
二
六
年
に
は
プ
ラ
ン
貨
の
大
危
機
、
備
園
財
政
の
一
大
難
闘
に
遭
遇
し
た
事
賞
は
次
表
に
よ
b
明
か
で

あ
る
。
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一
弗
は
五

O
訟
と
な
っ
た
。

法
貨
に
針
す
る
信
用
の
失
墜
及
下
落
と
因
果
闘
係
を
な
す
資
本
の
逃
避
及
外
伎
の
毘
入
が
法
貨
下
落
と
共
に
盛
ん

r.μ 

1922. 

に
行
は
る
、
に
至
っ
た
。

6 30 

7. 28 

2. 29 

1926. 

1926. 

102日．

1926. 

即
ち
上
越
の
如
く
法
貨
に
封
す
る
信
用
の
失
墜
、
下
落
は
勿
論
通
貨
の
膨
張
に
よ
る
事
は
一
一
一
口
を
待
な
い
が
、
同
時

ら
な
い
。

に
資
本
の
匙
遮
即
ち
外
周
貨
の
買
入
、
外
貨
の
日
入
の
事
費
に
よ
ら
J

資
本
が
海
外
に
流
出
し
た
乙
と
を
忘
れ
℃
は
な

と
の
事
責
は
ド
イ
ツ
の
？

y
ク
貨
下
落
の
真
相
を
日
比
る
と
主
よ
く
了
解
が
つ
く
と
思
ふ
。
資
本
の
逃
避
が

あ
れ
は
あ
る
理
法
貨
は
下
落
し
、
下
落
す
れ
ば
す
る
程
、
資
本
は
盆
や
逃
避
を
念
ぐ
の
で
あ
っ

τ、

は
戟
前
欧
州
第
一
の
安
定
せ
る
怯
貸
主
、

論

言長

品
開
闘
に
於
け
る
ア
ラ
シ
安
定
の
終
週

一
九
二
六
年
に
は
上
速
の
如
き
悲
惨
な
る
般
態
に
段
詰
し
む
る
に
至
つ

乙
の
因
果
関
係



叢

第

尚

F司
ι~，－ 

＝』

詰冊

1z 

l'H 

号鼠

一一一一

か
」
る
財
政
一
の
危
機
を
前
に
し
℃
傭
園
政
府
が
如
何
に
財
政
問
題
の
魚
に
苦
し
ん
だ
か
は
、

一
九
二
六
年
の
一
ケ

乙
の
財
政
的
困
難
を
救
ふ
事
が
又
如
何
に
難
事
で
あ
っ

年
聞
に
四
度
内
閣
が
交
迭
せ
る
に
見
て
も
明
か
で
あ
っ
て
、

た
か
を
見
る
之
と
が
出
来
る
。

一
九
二
五
年
十
一
月

成
立

一
九
二
六
年
悌
闘
内
閣
の
更
迭

第
七
次
プ

F
ア

シ

内

閣

一
九
二
六
年

月

:JL 
日

九

八』
年
十）
一ー阿l七六
月！月’月

ii• i十ー11-
三；九三
Fl ・ Fl i=t 

同同l同

第

八

尖

プ

リ

ア

シ

内

閣

第

九

次

プ

リ

ア

シ

内

閣

司ぞ "' 
ア ア
y ン

カカ
レレ

I l オ

改主
治致圏内

内有
悶閤

リ

一
九
一
一
六
年
三
月

成
立
（
大
諸
問
大
臣
ぺ

レ

I
〉

同

月

成
立
ハ
大
媛
大
医
カ
イ
ヨ

I
）

同

七
月
十
七
日

閤

成
立

I司

L
4
」

1
4

・寸，－
vetι

向

成
立
（
大
蔵
大
臣
粂
任
）

か
く
し
℃
遂
に
一
九
二
六
年
七
月
廿
三
日
ポ
翠
圏
一
致
内
閣
が
成
立
し
、

成
立
（
大
威
大
臣
シ
エ
ロ
ン
）ポ

氏
自
ら
大
臓
大
臣
を
震
任
し
℃
乙
の

財
政
困
難
の
救
済
に
脅
る
に
至
っ
た
。
時
の
内
閣
閣
員
そ
の
所
属
黛
振
は
次
の
様
で
あ
る
。

総

理

策

大

蔵 一
九
二
六
年
七
月
廿
三
日
成
立
悌
闘
血
静
岡
一
致
内
閣

×
上
院
議
員

カ

レ

滋

和

共

和

裳

司

法

タト

務

ポ

ア

ン

x
上
院
議
員

Yレ

ノベt

×
下
院
議
員

フ

リ

ト

同

ア

:y 

共
和
一
拡
舎
黛

！£］＇~ 
職

民手
職

筒F
Z桂

筒F
職



念
差
拡
晶
官
業

務

上
院
議
員

内

サ

0 

共
和
社
合
議

共
和
左
暗
黒

軍 軍

X

下
院
議
員

． ，、

陰

y 

Yレ

'7＇「

ニr:.

i毎

X

下
院
議
員

ゲ

レ

文

念
品
店
枇
合
u

黛

部

x
下
院
議
員

ニr:.

オ

リ

i'.i 

工

下
院
議
員

ヂ

;v 

タ

向

務

下
院
議
員

民
主
共
和
左
黛

ボ

カ

ノ

主ζ

キ

E霊

務

念
龍
一
一
枇
命
H

黛

下
院
議
員

ゲ

疏

民

民
主
共
和
左
黛

上
院
議
員

． ，、、

恩

給

温
和
共
和
議

下
院
議
員

y 

ーョr

フ

;z. 

働

下
院
議
員

左

空空

栂

ノレ

フ

ア

リ
J

×
印
は
総
理
大
臣
た
る
と
と
あ
り
し
人
な
り

こ
れ
は
勿
論
ポ
氏
を
初
め
悌
岡
氏
が
一
致

乙
の
内
閣
に
よ
b
法
貨
悌
図
財
政
の
危
機
は
救
は
れ
た
の
で
あ
る
が
、

し
て
、
如
何
に
し
℃
も
之
の
財
政
闘
難
を
打
破
せ
ぎ
る
可
か
ら
ず
と
云
ふ
努
力
の
結
果
に
相
窪
ま
い
。
が
、

又
一
つ

ポ
氏
は
一
八
六

O
年
比
生

に
内
閣
の
中
心
入
物
た
る
ポ
足
へ
の
信
組
組
に
待
つ
も
り
が
多
か
っ
た
事
は
明
か
で
あ
る
。

一
八
九
三
年
即
ち
三
十
三
歳
に
し
て
文
部
大
臣
（
チ
ユ
プ
イ
内
閣
の
中
）
左
な

b
。
其
よ

b
、
次
表
の
如

3
経

れ恥
肢
を
有
し
た
人
で
あ
る
。

ホ

ア
L〆

カ
ヂ

l/ 

フ。 I

ィ氏
内 4二

"'" 関長

一
？
九
六

C
年
生

一
八
九
三
年

文
部
大
原
ハ
叶
三
歳
ν

論

書室

係
国
に
於
け
る
ヌ
ラ
シ
安
定
の
薩
遁



肉

感

一
八
九
凶
年

－
L
L
乙
・
ト

↑
一
ノ
ゾ
J
1
3

一
九

O
六
年

一
九
一
一
一
年

一
九
一
三
年

一
九
二
二
年

一
九
二
問
年

一
九
二
六
年

一
九
二
八
年
十
一
月

さん
n掴

f虎

ブ三文大事患大官忠糖、糖、

裁古お裁理王里王虫正里JlJl 

悌
図
民
一
般
が
如
何
に
乙
の
財
政
救
済
の
一
大
事
業
に
つ
き
、

議

N ム

見き

同

同

ボ

ー

内

！剖

サ

リ

ヤ

ン

内

閣

一
月
パ
リ
リ
一
九
一
三
年

Jl 

一
月
刊

j
一
九
二

O
年

一
月
満
期
退
織

一
月
H
H
H
同

年

）~ 

月

ドj

年

月

七
月
日
U
H
一
九
二
八
年
十
一
月

改
造
内
閣

病
気
の
矯
め
僻
験

は
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。

同

大

区
* 
l~ 

大

区

大

区

統

査定

大

区

大

区

大

ロ

大

区乙
の
翠
図
一
致
内
閣
に
信
騒
を
か
け
℃
を
っ
た
か

是
よ

b
先
、
法
貨
暴
落
の
趨
勢
を
阻
止
す
る
魚
、
特
に
専
門
財
政
委
員
人
間
が
設
置
せ
ら
れ
℃
、
如
何
に
法
貨
を
安

定
す
可
さ
か
の
方
法
を
審
議
し
っ
、
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
が
、

の
接
見
が
不
可
能
で
あ
っ
た
。

ボ
内
閣
成
立
に
至
る
ま
で
は
趨
常
な
る
方
法
、
手
段

然
ら
ば
ポ
内
閣
は
法
貨
安
定
の
魚
め
に
如
何
な
る
方
法
を
採
用
し
た
か
。



乙
の
方
法
を
遠
べ
る
前
に
、
乙
L
に
い
ム
法
貨
安
定
左
は
掬
如
何
な
る
意
味
で
あ
る
か
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

法
の
安
定
と
私
、
が
乙
」
に
云
ふ
の
は

「
第
二

に
法
貨
の
下
落
を
阻
止
し
、
「
第
二
！
一
に
法
貨
を
引
上
げ

τ或
一
定

ゆ
針
外
魚
一
替
相
場
に
安
定
せ
し
む
る
事
で
ゐ
る
。
そ
の
意
味
は
悦
値
の
下
っ
た
不
換
紙
併
を
金
貨
幣
即
ち
金
貨
又
は

金
に
党
換
し
得
る
通
告
、
に
立
珪
ら
し
む
る
事
で
あ
る
。

再
び
金
の
或
量
に
相
常
す
る
通
貨
に
引
返
昌
し
む
る
事
で
あ
る
。
即
ち
発
換
性
の
確
立
で
あ
る
。
こ
れ
が
危
に
は
フ

一
九
一
四
年
以
来
紙
幣
「
法
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
「
法
」
を
、

一
フ
ン
ス
銀
行
は
本
質
上
党
換
の
怨
の
準
備
総
量
、

即
ち
合
又
は
金
を
本
位
と
す
る
健
全
な
る
外
岡
通
貨

3
3
4
M一言

主
5
2
m。E
）
を
準
備
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
フ
－
フ
ン
ス
銀
行
に
は
相
営
の
余
が
保
有
せ
ら
れ
て
は
居
る
も
の
、
、

大
戦
に
よ
る
英
大
な
る
支
出
を
決
済
す
る
が
魚
に
緩
行
せ
ら
れ
た
不
換
紙
幣
た
る
銀
行
参
杢
却
の
党
換
に
は
到
然
臆

じ
得
可
〈
も
な
か
っ
向
。
如
何
に
し
℃
も
「
法
」
を
安
定
せ
し
む
る
が
矯
め
に
は
乙
、
に
多
績
の
党
換
準
備
（
自
担
田
由

内庁

2
5
4
2即
日
。
ロ
）
を
必
要
v
と
す
る
に
至
っ
た
。

今
左
に
悌
園
の
内
外
債
の
挺
行
総
額
及
卸
買
物
債
指
数
乞
表
示
し
て
、
如
何
に
営
時
通
貨
の
膨
張
が
大
で
あ
っ
た

か
を
間
接
な
が
ら
知
る
事
と
す
ろ
。

さん
員同

叢

偽
闘
に
於
け
る
フ
一
フ
シ
安
定
の
経
過
t

二
一
五
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悌
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1914七月末！1918十二月末＼1928一三月末： 1930三月末 論
31,jmllet : 31,dec ! 31,dec i 31,mars 盛

1914 1918 : 1928 : 1930 踊

｜ 第

32,235! 67,248! 226,501: 228,100 四

342! 531! 17,511 17,403 競

1,608! 56,015！仏653: 179,870 

34,186! 123,794! 288,665! 279,873 
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合計
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外観債
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1916. 

1917. 

1918. 

1919. 

1920. 

1921. 
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／／ 

／／ 

" ,, 
／／ 
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1929. 

1930. 
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／／ 

五 月
ma1 

415 

491 
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854 
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一
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か
、
、
る
通
貨
膨
張
は
濁
b
大
戦
中
の
偽
闘
の
み
で
な
く
、
程
度
の
差
乙
そ
あ
れ
各
交
戦
闘
皆
同
様
で
あ
っ
た
＠
而

し
て
通
貨
安
定
の
魚
に
採
先
方
法
も
欧
州
各
岡
略
同
様
で
、
即
ち
外
債
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
。
図
際
聯
盟
が
オ
I
ス

ト
リ
ア
の
財
政
援
助
に
嘗
っ
て
用
ひ
た
方
法
も
是
で
あ
h
ノ
、
ド
イ
ヲ
救
済
の
ド
I

ズ
案
も
結
局
マ

Y
ク
安
定
代
岡
際

的
外
債
方
訟
を
採
用
し
た
。
僻
闘
で
も
一
九
二
六
年
五
月
三
十
一
日
の
命
令
を
以
て
召
集
せ
ら
れ
た
専
門
委
員
曾
は

外
債
方
法
に
よ
b
「
法
」
を
安
定
せ
し
む
可
主
事
を
勘
告
し
た
。

只
外
債
に
よ
る
安
定
方
法
は
乙
の
借
入
金
は
通
貨
の
党
換
性
を
恢
復
す
る
が
魚
に
の
み
使
用
せ
ら
る
可

3
も
の
で

あ
る
。
然
ら
、
き
れ
ば
通
貨
の
安
定
は
望
み
得
な
い
乙
と
と
な
る
。
而
し
℃
之
を
質
調
せ
λ
が
矯
め
に
は
↓
喋
算
に

於
け
る
歳
入
歳
出
の
均
衝
を
得
せ
し
む
る
と
と
－
L

に
内
外
債
の
整
理
を
賀
現
す
る
事
で
あ
る
。
若
し
通
貨
安
定
の

魚
の
外
債
が
、
譲
住
持
の
歳
入
不
足
補
填
等
に
流
用
せ
ら
る
L
様
な
事
と
な
れ
ば
、
安
定
は
望
み
得
な
い
ば
か

b
で
な

く
、
却
℃
危
険
で
あ
る
。

ポ
内
閣
の
安
定
策

ポ
内
閣
拡
如
何
な
る
一
「
法
」
安
定
策
を
採
っ
向
か
＠
被
は
前
述
の
如
く
専
門
委
員
曾
が
外
債
方
法
に
よ
る
可
主
事

を
勧
告
し
た
る
二
ヶ
月
の
後
、
七
月
廿
三
日
エ

9
f内
閣
に
次
で
組
閣
し
た
の
で
あ
る
。
ポ
内
閣
の
生
る
L
二
一
週
間

前
二
九
二
六
年
七
月
三
日
に
於
℃
3
へ
、
専
門
委
員
舎
は
五
月
三
十
一
日
の
主
旨
を
強
調
し
て
、
外
債
に
よ
る
「
法
」

安
定
策
を
可
決
し
報
告
し
た
の
で
あ
る
。

論

霊長

品
開
聞
に
於
け
る
フ
ラ
シ
安
定
の
経
過

ニ
一
七



二
一
八

然
る
に
ポ
氏
一
度
大
蔵
大
臣
と
な
る
や
、
上
一
連
の
通
俗
的
安
定
策
な
る
外
債
方
法
に
よ
る
事
な
く
、
杢
く
彼
濁
白

言語

号生

さ子h

nii• 

：笈

負3

同

号髭

の
方
法

l
l之
を
岡
民
的
方
法
と
も
い
ふ
べ
き
か

l
郎
ち
傭
岡
は
悌
闘
の
み
の
力
に
よ
っ
℃
白
岡
通
貨
の
安
定
を

な
当
λ
と
し
た
。
而
も
こ
れ
を
主
査
に
成
功
せ
し
む
る
事
主
持
た
の
は
、
勿
論
偽
闘
民
会
躍
の
非
常
な
る
決
心
と
努

力
と
に
由
る
事
は
一
吉
を
待
た
な
い
、
が
、
ボ
兵
の
人
格
、
徳
望
、
子
腕
に
負
ふ
所
又
大
在
る
も
の
が
あ
る
。

先
づ
ポ
尽
の
採
用
し
た
第
一
方
法
は
フ
ラ
ン
貨
の
深
備
的
快
復
で
あ
る
。

と
れ
が
矯
に
ポ
氏
は
先
づ
フ
ラ
ン
ス
同
ゆ
経
済
的
信
用
主
快
復
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
資
本
の
逃
避
を
避
け
し
む
る

の
み
な
ら
ず
、
外
闘
に
・
一
作
る
他
人
資
本
の
流
入
傾
向
を
盛
な
ら
し
む
る
に
努
め
た
。
之
が
危
に
殺
は
金
融
市
場
に
於

け
る
心
理
作
用
を
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
「
法
」
骨
一
は
必
ず
快
復
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
よ
信
念
を
深
く
園
内

的
、
間
際
的
に
浸
透
せ
し
む
る
に
努
力
し
た
。
而
も
之
の
努
力
は
彼
の
人
格
と
徳
望
左
手
腕
と
に
よ
っ
て
一
一
層
康
く

深
く
利
い
た
。

「
法
」
貨
は
最
早
下
落
し
な
い
、
否
上
服
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
よ
信
念
、
が
一
般
に
強
く
な
っ
た
。
欧
州
諸
闘
の

通
貨
が
一
様
に
不
安
定
な
る
営
時
に
於
て
、
之
の
ポ
内
閣
の
輿
へ
た
る
「
法
」
信
頼
の
心
開
作
用
は
魚
替
相
場
の
上

に
加
速
度
的
に
展
開
す
る
傾
向
を
有
す
る
に
歪
つ
向
。

勿
論
如
何
に
ボ
内
閣
に
信
頼
す
る
所
多
し
と
い
ふ
も
、
賞
際
的
の
手
腕
が
乙
れ
に
随
件
せ
ぎ
れ
ば
何
等
の
良
殻
果

を
見
得
な
い
事
明
か
で
あ
る
。
然
ら
ば
ポ
内
閣
の
賞
際
的
方
法
と
は
如
何
。



ポ
内
閣
の
組
問
せ
る
時
に
悌
岡
財
政
を
危
殆
に
頗
せ
し
め
た
庇
悶
が
二
つ
あ
っ
た
。

（一）
Jま
換
算
心う

．歳
入
不
足

二
は
戦
時
の
短
期
公
債
の
殺
行
績
が
誌
大
・
な
る
事
で
あ
っ
た
。

ポ
氏
は
空
づ
乙
れ
等
の
黙
を
改
正
す
る
に
努
力
し
た
。
こ
の
目
的
の
舟
に
先
づ
政
府
は
議
舎
に
一
法
律
を
提
悶
し

そ
の
協
賛
を
得
、
た
。
こ
れ
換
算
均
衡
に
閲
す
る
一
九
二
六
年
八
周
一
二
日
訟
で
あ
る
。
之
に
よ
れ
ば
第
一
に
行
政
整
問

を
行
ふ
に
常
ム
リ
、
そ
の
宣
行
を
確
買
な
ら
し
む
る
、
が
魚
に
、
法
律
と
同
一
の
殻
果
七
三
有
す
る
命
令
を
臨
時
布
し
得
る
の

躍
を
政
府
に
興
へ
し
め
、
之
を
賀
行
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
賀
行
し
得
る
r

績
は
四
億
法
に
過
ぎ
夜
か

η
た
が
、
精
神

的
結
果
は
住
大
で
あ
っ
た
。
即
ち
政
府
は
之
の
法
律
の
結
果
に
よ
っ
て
、
新
た
に
百
億
フ
ラ
ン
の
増
税
を
行
よ
三
と

を
得
る
乙
と
」
な

h
、
之
に
よ
っ
て
車
に
珠
算
の
均
衡
を
吉
明
し
得
る
の
み
な
ら
ず
、
克
に
五
十
位
五
千
高
法
の
歳

入
超
過
を
有
す
る
之
？
と
に
な
ら
ノ
、

こ
の
超
過
却
を
以
℃
減
債
基
金
に
充
℃
並
に
短
期
公
債
を
長
期
公
債
に
借
替
え
特

る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

更
に
政
府
は
上
越
の
新
財
政
政
策
の
永
頼
性
を
示
す
た
め
に
一
九
一
一
六
年
八
月
七
日
法
を
以
℃
八
月
三
日
法
を
補

充
じ
た
。
止
の
法
律
に
よ

b
溺
立
の
公
債
管
問
償
却
金
庫
（
め
と
3
0
2
5
5
E
O
F
ぬ
巾
阻
止

2

2
（

HUSHO丘
町
田
切
の

E
E
C－

即
ち
公
債
償
還
の
侍
の
減
償
基
金
が
設
け
ら
れ
、

こ
の
基
金
に
は
上
越
の
剃
飴
金
が
杢
部
充
営
せ
ら
る
、
、
之
と
L
な

っ
た
。
而
し
て
こ
れ
が
保
置
と
し

τ、
之
の
法
律
は
憲
法
に
編
入
せ
ら
る
」
こ
と
と
な
ら

J

、

一
九
二
六
年
八
月
十
日

議
舎
が
召
集
せ
ら
れ
、
憲
法
政
正
の
子
績
を
と
っ
た
。

ヨ，..
両問

主主

偽
闘
に
於
け
る
フ
ラ
シ
安
定
の
終
遜

ゴし
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翠

三号，，＿
M町

業

第

四

競

二
二

O

乙
の
断
乎
た
る
慮
置
に
よ
b
「
法
」
に
封
す
る
信
用
は
侠
復
し
、
そ
の
結
果
は
忽
ち
矯
替
市
場
に
あ
ら
は
れ
、

時
間
一
七
0
フ
ラ
ン
近
く
と
な
っ
た
。

以
上
の
財
政
の
草
新
と
共
に
政
府
は
魚
替
市
場
に
「
法
」
の
依
復
を
煽
っ
た
の
で
あ
る
。
政
府
は
取
引
所
を
操
縦

し
て
非
常
に
「
法
」
相
場
の
引
上
げ
方
訟
を
計
劃
し
て
居
る
乙
と
、
従
っ
て
「
法
」
は
間
も
な
く
世
人
が
驚
く
程
に

昂
騰
す
る
の
事
賃
に
直
面
す
可
し
と
い
よ
風
説
を
績
か
ら
し
め
た
。
乙
の
風
設
は
営
時
「
法
」
に
関
す
る
べ

Y
ギ

I

と
の
交
渉
が
不
成
立
に
終
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
強
調
、
宴
喜
せ
ら
る
、
に
至
つ
向
。
即
ち
白
耳
義
政
府
は
自
闘

の
「
法
」
を
一
礁
に
付
一
七
五
誌
と
定
め
た
の
で
、
悌
闘
も
之
左
同
様
の
基
準
に
よ
る
可
主
事
を
交
渉
し
来
っ
た
の
で

あ
る
。
而
も
偽
政
府
は
之
を
拒
絶
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
偽
岡
「
法
L

は
必
ず
一
傍
に
つ

3
一
七

O
法
よ

9
以
上
た

る
可
主
事
を
世
人
に
信
じ
せ
し
む
る
に
至
っ
た
。

乙
の
時
に
政
府
は
関
庫
所
有
の
外
貨
を
責
却
し
て
フ
ラ
ン
の
買
入
を
賞
行
し
た
の
で
あ
る
。

乙
の
政
府
の
買
入
額

は
芯
し
て
多
額
で
は
・
な
か
っ
た
が
、
そ
の
世
人
の
心
理
作
用
に
及
ぼ
せ
る
結
果
は
甚
大
で
あ
っ
て
、
設
に
「
法
」
貨

は
叉
昂
騰
を
開
始
し
た
。

上
越
の
「
法
」
貨
侠
復
は
畢
克
通
貨
安
定
に
到
達
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
そ
の
究
極
の
目
的
で
は
な
い
。
即
ち
或

る
魚
替
相
場
に
達
し
た
ら
、
乙
の
引
上
策
を
停
止
せ
し
め
て
安
定
せ
し
め
る
事
が
目
的
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
乙
の

引
上
げ
の
限
度
、
即
も
安
定
黙
に
就
℃
は
費
際
に
は
、

一
般
公
衆
は
勿
論
、
政
治
家
、
専
門
家
の
う
ち
に
も
「
法
」



の
奮
平
債
懐
復
八
回
、
。
話
回
三
塁
守
口
山
口
評
判
『
曲
目
。
）

1
1即
ち
戟
前
の
「
法
」
に
民
3
ん
と
主
張
す
る
者
も
多
〈
あ
っ

力
。
然
し
か
く
「
訟
」
を
奮
平
債
に
侠
復
せ
し
め
℃
安
定
せ
し
む
る
事
は
却
つ
℃
「
法
」
安
定
の
否
定
と
な
る
も
の

に
外
な
ら
な
い
。
如
何
と
な
れ
ば
昔
時
の
「
法
」
債
を
奮
平
債
に
ま
で
魚
替
相
場
が
騰
貴
す
る
魚
に
は
多
く
の
時
日

を
要
し
、
そ
の
問
叉
相
場
に
饗
動
を
見
る
可
く
、
且
か
く
奮
平
債
を
維
持
す
る
に
必
要
な
る
正
債
準
備
を
保
有
す
る

乙
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
に
相
蓮
な
い
。
即
ち
外
資
に
よ
ら
ぎ
る
悌
園
流
の
「
法
」
安
定
の
賞
行
に
は
「
法
」
の
同

復
、
か
進
行
す
る
過
程
中
の
趨
骨
な
る
時
期
に
乙
の
昂
騰
を
停
止
せ
し
め
、
魚
替
相
場
の
動
揺
な
き
も
の
に
し
て
、
そ

の
時
期
を
見
て
一
事
に
定
安
せ
し
む
る
外
は
な
い
。
か
く
し
て
一
方
E
貨
準
備
を
充
分
に
充
寅
せ
し
む
る
に
努
力
し

た
の
で
あ
る
。

乙
の
目
的
の
魚
に
政
府
は
通
貨
安
定
に
必
要
な
る
党
換
準
備
の
資
源
を
外
資
の
自
働
的
流
入
に
求
む
る
に
至
っ

た
。
即
ち
政
府
は
園
内
に
流
通
す
る
金
及
外
貨
が
成
る
可
〈
多
く
闘
庫
に
流
れ
入
る
様
に
努
め
た
。
共
方
法
と
し
℃

は
唯
「
怯
」
貨
を
貰
つ
℃
外
貨
を
買
入
る
、
よ
b
策
は
な
い
。
而
も
之
れ
に
よ
っ

τ
一
方
に
は
「
法
」
の
魚
替
相
場

の
無
用
な
る
上
騰
を
停
止
せ
し
め
得
る
の
便
が
あ
る
。

乙
の
関
係
を
巧
に
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
方
に
は
園
庫

へ
流
入
す
る
外
資
を
い
よ
／
1
1
増
加
せ
し
め
得
る
と
共
に
、
「
法
」
の
騰
貴
を
停
止
せ
し
め
、
従
っ
て
魚
替
相
場
を
常

に
安
定
の
股
態
に
保
た
し
め
、
加
之
他
面
に
は
時
前
京
市
の
党
換
準
備
を
充
分
に
確
保
し
得
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

然
ら
げ
幾
何
の
「
法
」
相
場
の
時
氏
、
そ
の
上
騰
を
停
止
せ
し
め
！

l
換
一
一
一
一
目
す
れ
ば
「
法
」
を
買
っ
て
外
貨
を
買

言命

主主

備
固
に
於
げ
る
フ
ラ
シ
安
定
の
経
過

一一一一



lffi 

等主

論

議

営4

l
 

u均一I
 
設E

っ
た
か
．

フ
ラ
ン
ス
銀
行
は
政
府
と
相
談
の
上
一
時
に
付
与
一
百
二
十
二
フ
ラ
ン
二
十
五
サ
ン
チ
ー
ム
、

一
弗
に
付
↓

十
五
フ
ラ
ン
十
九
サ
ン
チ
ー
ム
を
ァ
以
℃
外
貨
の
頁
入
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
日
疋
は
一
九
二
六
年
十
二
月
二
十
三
日
か

ら
で
、

乙
の
時
か
ら
「
法
」
の
事
賃
上
の
安
定
が
生
れ
た
。
爾
来
「
怯
」
の
怨
替
相
場
位
、
維
持
せ
ら
れ
て
二
年
後

に
は
法
律
上
の
安
定
を
行
ひ
得
る
基
礎
を
な
し
た
の
で
あ
る
。

尤
も
或
論
者
は
『
一
時
約
百
二
十
二
フ
ラ
ン
二
十
五
参
に
安
定
せ
し
め
た
事
は
早
念
に
失
し

τ居
る
。

一
礁
は
必

ず
百
訟
乃
至
八

O
怯
或
は
其
以
上
に
な
ら
符
る
も
の
で
あ
る
』
主
主
張
し
た
。
然
し
乍
ら
通
貨
を
安
定
せ
し
む
る
矯

に
は
魚
一
替
相
場
の
勝
賞
が
最
大
限
度
に
達
す
る
以
前
に
1
1
4
挽
一
一
二
目
す
れ
ば
外
岡
資
本
の
流
λ
が
止
む
以
前
に
行
は
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
意
味
か
ら
一
見

τ
一
一
一
一
一
「
法
」
を
選
定
し
た
の
は
誠
に
常
を
得
た
も
の
左
謂
は
ね
ば
な
ら
な

い
。
即
ち
乙
の
一
二
二
「
怯
」
の
相
場
は
一
方
に
於
て
併
園
内
の
物
債
を
世
界
の
物
偵
の
水
準
左
等
し
か
ら
し
め
．

以
℃
通
貨
の
安
定
比
件
ふ

τ間
内
市
場
に
起
る
可

3
経
済
朕
態
の
動
搭
を
防
ぎ
、
他
方
に
園
内
市
場
を
統
制
し
且
通

貨
偵
値
同
複
は
於
け
る
新
な
る
行
程
！
i
即
ち
若
し
必
要
あ
ら
ば
趨
品
目
な
る
時
期
に
更
に
「
法
し
の
安
定
劫
ど
引
き

上
げ
得
る
可
能
性
を
留
保
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
勿
論
宜
際
に
は
更
に
安
定
結
の
引
上
を
行
ふ
が
如
主
事
は
政
府
一
と

し
て
は
官
行
す
る
意
ど
有
し
て
騒
な
い
の
で
あ
ろ
が
、
然
し
場
合
に
依
℃
は
或
は
「
法
」
位
値
を
一
一
層
引
上
る
や
も

知
れ
ず
と
い
よ
世
人
一
般
の
想
像
は
之
を
打
消
苫
ず
し
て
、
巧
に
之
を
利
用
し
℃
「
法
」
を
貰
っ
て
盆

3

外
費
の
輪

入
を
盛
者
ら
し
め
介
。
尤
も
最
初
に
は
乙
の
事
買
は
所
謂
通
貨
循
環
珂
論
に
よ
っ
て
掩
は
れ
て
居
っ
た
。
即
ち
悌
閏



銀
行
が
外
貨
を
頁
入
る
、
震
に
脱
税
行
せ
ぷ
党
挽
穿
は
直
ち
に
再
び
返
還
せ
ら
れ
来
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
党
挽
泰

政
官
行
額
は
常
に
殆
ん
ど
特
使
化
が
な
か
っ
た
。
蓋
し
耽
慣
行
せ
ら
れ
た
党
換
券
は
資
本
輸
入
者
へ
磁
文
は
弗
と
交
換
的
に

渡
さ
れ
る
が
、

乙
の
売
掩
府
知
は
再
ち
に
何
れ
か
の
銀
行
に
預
金
の
形
式
で
預
入
ら
れ
る
。
而
も
銀
行
は
常
例
と
し
て

此
等
預
金
を
以
て
岡
庫
謹
雰
に
投
資
す
る
。
岡
庫
は
前
述
せ
る
如
主
歳
入
超
過
の
魚
に
、

乙
の
図
庫
所
有
金
の
超
過

分
を
保
有
す
る
の
必
要
が
な
い
。
そ
こ
で
図
庫
は
フ
ラ
ン
ス
銀
行
よ
h
財
政
困
難
営
時
融
通
し
た
る
借
入
金
を
返
済

す
る
事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
従
っ
て
若
し
一
二
二
つ
法
」
よ
b
高
僚
に
て
「
法
」
を
安
定
せ
し
む
る

な
ら
ば
或
は
反
つ
℃
悪
結
果
を
見
た
か
も
知
れ
な
い
。
か
く
の
如
く
し

τ、
偽
闘
銀
行
の
先
挽
準
備
は
非
常
な
割
合

を
以
℃
増
加
し
℃
行
っ
た
。
即
ち
プ
ラ
ン
λ

銀
行
は
通
貨
ど
適
度
に
膨
張
せ
し
め
、
か
く
し
て
新
な
る
「
法
」
を
以

τ趨
宜
外
資
の
買
入
を
行
っ
た
に
外
な
ら
な
い
。

法
律
上
の
安
定

法
律
上
の
安
定
は
一
九
二
八
年
六
月
一
一
五
日
法
ハ
詫
L
）
と
一
九
ニ
八
年
六
月
二
三
日
の
き
ア
ン
ス
共
和
闘
と
ア

－
フ
ン
ス
銀
行
（
註
白
ム
〉
と
の
契
約
と
に
依
つ
℃
行
は
れ
た
。

註
一
、
伸
閤
新
貨
幣
法
（
一
九
二
八
年
六
月
法
〉
の
初
め
の
三
僚
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

第
一
候

フ
ラ
ン
ス
銀
行
及
ア

Y
ジ
ヱ
リ
ア
銀
行
ノ
銀
行
券
－
一
封
－
シ
臨
時
的
－
一
強
制
通
用
方
ヲ
付
興
シ
タ

Y

一
九

一
四
年
八
月
五
日
ノ
法
律
第
三
傑
ノ
規
定
ρ

之
ヲ
鹿
止
ス

会，h

•1m 

議

錦
闘
に
於
け
る
フ
ラ
ン
安
定
の
い
脱
出
叫

一一一一



商

製

三h
oH西

議

第

四

競

二
二
四

第
二
僚

傭
園
ノ
貨
幣
草
位
「
フ
ラ
ン
」

月
品
位
千
分
ノ
九
百
ノ
金
六
五
・
五
「
ミ
時
ノ
グ
ラ
ム
」

ヨ
リ
成
w
y

前
項
ノ
定
義
川
本
法
ノ
公
布
前
－
一
金
「
ア
ラ
ン
」

ニ
ア
有
殻
－
一
契
約
セ
ヌ
レ
タ
Y
闘
際
的
支
梯
ニ
到
し
y

ア

之
ヲ
適
用
セ
ス

第
三
保

フ
ラ
ン
ス
銀
行
A

共
ノ
銀
行
券
ノ
持
参
入
－
一
封
ジ
呈
示
ト
同
時
ニ
金
ヲ
以
ア
ス
U
Y

党
換
ヲ
確
保
ス
可

5〆

以
下
第
十
二
僚
を
以
℃
終
る

猶
注
意
の
矯
め
新
嘗
法
卦
英
跨
に
封
す
る
平
債
を
示
せ
ば
左
の
如
し
。

法

参

二
五
、
二
二

蓄

J、‘・
』 L

賃・・・・・・・

新

J、’=-
貨

一
二
四
、
二
一

註
二
、
簡
車
に
フ
ラ
ン
ス
銀
行
の
沿
革
其
他
を
概
論
す
れ
ば
弐
の
如
し
。

傭

蘭

西

銀

行

沿

草

、

概

要

一
八

O
O年

ナ
ポ
レ
オ
ン
に
依
り
私
立
後
行
銀
行
と
し
て
設
立
。

一
入

O
三
年
間
月
十
四
日
ハ
共
和
暦
ぜ
ル
ミ
ナ
ル
サ
同
日
）
法
律
に
て
夜
行
特
権
を
奥
へ
ら
る
o

－
八
四
八
年
地
方
の
後
行
銀
行
一
を
合
併
し
後
行
事
特
権
を
得
。

一
八
七
一
一
年
八
月
十
二
日
の
法
律
に
依
り
銀
行
畿
を
法
定
遜
貨
と
す
o



線
設
行
額
を
法
律
に
て
制
限
す
る
事
と
な
る
。

〈
一
九
一
四
年
大
戦
勃
澄
前
の
制
限
額
六
十
人
億
法
）

糟
設
行
額
制
限
法
を
践
す
。

一
九
二
八
年
六
月
廿
五
日
法
律
第
四
艇
に
依
り
銀
行
止
砕
流
通
観
並
に
岱
出
預
金
に
謝
す
る
最
小
金
準
倦
を
百
分
の
三
十
五
と
す
。

一
九
一
凶
年
七
月
十
凡
日
議
賀
流
通
額
及
正
貨
準
備
獄
。

通

貨

流

遁

綴
，，－－－ー一一四点、ー－－......

銀金ー銀

実行
弘主食券
民』、J

,6.. 

"' 

銀
行
券
棟
、
過
額

一
九
一
四
年
十
二
月
下
旬

一O
O償
法

一
九
一
五
年

" 

一一一一一一
M

一
九
ニ

O
年

II 

三
七
五
庁

五
一

O
F

一
九
二
五
年

II 

一
九
二
六
年

II 

五
二
九
H
H

五
十
九
億
法

約
三
十
五
億
法

約

十

億

法

約

百

四

億

法

正
貨
準
備
額

金
銀

間
五
億
法

正

貨

準

備

額
~ーーーλーーーー『
合銀金

一
九
二
七
年
十
ご
月
下
旬

一
九
二
八
年

" 

,, 

五
回
H
H

一
九
二
九
年

II 

,, 

五
七
M
H

一
九
三

O
年

II 

" 

五
八
M
M

一
九
＝
ご
年
十
月
二
日

即
ち
六
月
二
十
五
日
法
の
内
容
を
在
す
も
の
が
乙
の
契
約
に
外
攻
ち
忍
い
。

II 

五
八
M
H

銀
行
務
流
遇
観 四

十
一
億

六
億
四
千
法

亘1・

内
十
七
億
四
千
法 法正

貨
準
備
制

六
三
九
M

六
八
五
f

五
／、
五
億
法

貨
幣

F法金
改鋲
豆

一依五
九Pi¥. 
F 億

法

七
六
四
M
M

八
一
五
。

If 

四
一
六
M
M

／／ 

五一一こ且
M
M

I/ 

五
九
八
M
M

之
の
法
律
上
の
安
定
に
ょ
っ
℃
初
め

乙
の
安
定
は
次
の
三
原
則
に
基
く
。

て
戟
後
の
錦
園
幣
制
は
完
杢
な
る
改
造
の
貴
現
を
鬼
た
の
で
あ
る
。

叢

働
問
に
於
け
る
フ
ラ
ン
安
定
の
経
過

論

一一一一五
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撃

論

業

%五

l!H 

畳E

一一一一六

↓
、
貨
幣
の
基
本
を
新
金
法
の
制
定
に
ま
つ
事

コ
、
一
九
一
四
年
前
の
如
き
園
内
の
金
貨
流
通
を
放
棄
す
る
事

ョ
、
フ
ラ
ン
ス
銀
行
の
党
換
券
制
度
を
戟
前
よ
ム
リ
近
代
に
調
和
せ
し
め
、

事

一
層
強
固
な
る
基
礎
の
上
に
を
か
し
む
る

（ー）
、以

新下
金少
アし
ラ〈
ン之

のれ
制が
定説

明
主
力日
A,, 

λ 

一
九
二
八
年
六
月
二
十
五
日
法
の
第
二
僚
に
は
「
仰
岡
貨
幣
の
単
位
た
る
プ
ラ
ン
は
千
分
の
九
百
の
金
六
五
・
五
ミ

9
グ
ラ
ム
を
以
て
成
る
』
と
規
定
す
る
。
是
に
依
れ
ば
新
「
法
」
の
金
分
は
奮
「
法
」
の
金
分
の
約
五
分
ノ
一

奮

「
法
」
は
千
分
の
九
百
の
金
三
二
二
、
五
八
ミ
吋
ノ
グ
ラ
ム
）
と
制
定
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
本
法
に
依
て
平
債
切

下
が
行
は
れ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
奮
「
法
」
は
破
産
し
て
主
分
ノ
一
に
減
少
せ
る
も
の
と
訟
律
に
よ
b
宣告一口

せ
ら
れ
た
に
外
な
ら
な
い
。
然
し
か
、
る
見
方
は
皐
十
九
一
見
一
九
一
四
年
よ

9
一
九
二
六
年
の
期
間
主
取
b
除
き
た
る
考

方
で
あ
る
。
即
ち
乙
の
期
聞
に
於
℃
「
法
」
貨
は
肢
に
そ
の
債
値
を
失
墜
し
た
も
の
で
、
決
し

τ
一
九
二
八
年
に
初

め
て
五
分
ノ
一
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
再
言
す
れ
ば
一
九
一
四
年
八
月
五
日
法
に
よ
ム
ソ
ジ
ヱ

Y
ミ
チ

Y

「
法
」
の

A
m
換
は
停
止
せ
ら
れ
℃
金
フ
ラ
ン
た
る
事
賓
を
夫
以
、

H
ハ
紙
幣
ア
ラ
ン
不
換
紙
幣
と
な
っ
た
。

こ
の
「
法
」
は
金
と

は
関
係
な
く
岡
家
の
信
用
に
よ

9
他
の
貨
幣
と
魚
替
相
場
が
建
℃
ら
れ
℃
居
っ
た
l

従
っ
て
そ
の
麓
動
の
甚
、
た
し
か



っ
た
事
は
前
越
せ
る
如
く
で
あ
る
。
而
し

τ
一
九
二
八
年
法
は
畢
一
党
こ
の
紙
幣
ア
ラ
ン
が
同
年
に
到
達
し
た
る
偵
値

に
よ
っ
て
法
律
上
の
安
定
を
規
定
し
た
る
外
な
ら
な
い
。

二
、
金
貨
流
通
の
廃
止

一
九
二
八
年
法
は
フ
ラ
ン
を
債
格
の
基
準
即
ち
物
債
及
び
債
権
の
基
本
、
法
律
上
の
言
葉
に
従
へ
ば
「
貨
幣
単
位
』

と
せ
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

(a) 

個
人
の
請
求
に
よ
る
金
貨
の
自
由
鋳
遣
は
同
法
第
六
僚
に
よ
b
内
閣
令
に
そ
の
賞
施
期
を
議
つ
℃
居
る
が
、

賞
際
に
は
乙
の
命
令
は
未
．
死
後
せ
ら
れ
ず
、
且
何
時
殺
せ
ら
る
可
し
と
も
考
へ
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
そ
の
聞
に
は

金
貨
の
鋳
遣
は
悌
閣
銀
行
の
魚
に
の
み
行
は
れ
る
c

ーυ（
 
新
ア
ラ
ン
の
先
換
は
法
律
上
は
詐
さ
れ
て
居
る
が
一
九
二
八
年
法
は
、

乙
の
党
換
性
を
再
び
同
復
す
忍
結
果

金
貨
が
現
賞
に
園
内
に
流
通
す
る
乙
と
な
主
様
種
々
な
る
制
限
的
規
定
を
設
け

τ居
る
。

フ
ラ
ン
ス
銀
行
は
金
塊
を
以
て
銀
行
島
知
の
先
換
請
求
に
充
営
す
る
こ
と
。

( 1) (2) 

フ
ラ
ン
ス
銀
行
は
そ
の
本
店
に
於

τの
み
先
換
に
臨
す
る
義
務
を
有
し
、
圏
内
の
諸
支
店
は
直
接
党
換
に

鷹
壱
す
。

(3) 

フ
ラ
ン
ス
銀
行
は
大
蔵
大
臣
の
同
意
を
得
て
先
換
額
の
最
少
限
度
を
定
め
得
る
。

上
越
の
制
限
に
よ
っ
て
有
殺
に
法
律
上
の
安
定
に
よ
る
金
貨
の
現
宜
的
流
通
を
誘
殺
す
る
こ
と
な
さ
を
得
る
に

論

叢

偽
固
に
於
け
る
フ
ラ
シ
安
定
の
終
週
・

ニニ七
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議

第

四

宮是

/¥.. 

至
っ
た
。
而
し
℃
乙
れ
に
は
猶
次
の
二
つ
の
理
由
、
か
あ
る
。
即
ち

( 1) 

一
般
公
衆
が
金
貨
を
使
用
す
る
慣
習
を
失
っ
た
事
が
一
つ
で
あ
る
。
従
っ
て
公
衆
の
慣
行
に
心
理
的
接

化
が
起
A
Y
、
金
貨
の
流
通
は
寧
ろ
羽
宜
的
な
慣
行
に
反
す
る
乙
と
L
な
b
、
公
衆
は
最
早
金
貨
の
流
通
を
欲

し
な
く
な
っ
た
。

向
子
金
は
個
人
の
手
詐
に
於
け
る
よ

b
紙
幣
脱
税
行
機
闘
の
金
庫
内
に
あ
る
方
が
遥
か
に
有
抽
別
で
あ
る
。
蓋
し

ト
く
し
て
乙
そ
一
一
層
多
額
の
党
換
島
知
の
流
通
を
保
誼
し
得
る
に
至
る
が
故
で
あ
る
。
殊
に
党
換
券
は
園
際
魚

替
市
場
に
於
℃
は
外
閣
に
劃
し
て
の
安
定
を
確
保
す
る
た
め
に
「
金
の
保
誼
」
を
必
要
と
す
る
。
是
は
金
が

唯
一
の
闘
際
貨
幣
で
あ
る
が
免
に
外
な
ら
な
い
。
内
閣
市
場
に
劃
し
て
は
少
し
も
か
L
る
必
要
を
戚
じ
な

い
。
即
ち
党
換
歩
は
魚
替
市
場
に
於
℃
乙
そ
免
換
の
必
要
を
戚
ず
る
も
、
内
岡
市
場
に
於
℃
は
何
等
之
を
必

要
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
園
内
に
金
貨
が
流
通
す
る
乙
と
は
何
等
利
盆
が
な
い
。

勿
論
上
越
の
理
由
は
金
に
付
℃
で
あ
っ

τ他
の
補
助
貨
幣
に
就
て
で
は
な
い
。
補
助
貨
幣
は
一
九
二
八
年

法
に
よ
b
奮
銅
貨
に
代
る
に
ニ
ツ
ケ
U
Y

貨
を
以
℃
し
、
克
に
一
九
三
二
年
よ
b
十
フ
ラ
ン
、
二
十
フ
ラ
ン
の

銀
貨
鋳
遣
を
議
定
し
て
現
流
通
の
玉
、
十
、
二
十
フ
ラ
ン
の
銀
行
雰
に
代
ら
し
む
る
事
と
な
っ
て
居
る
。

三
、
近
代
的
に
し
℃
強
固
な
る
基
礎
に
基
く
先
換
制
度
の
再
興

一
九
二
八
年
三
月
法
は
そ
の
第
一
僚
に
於

τ、
一
時
的
名
義
ヲ
以
ア
フ
ラ
ン
ス
銀
行
券
ノ
強
制
通
用
力
ヲ
設
ケ
タ



Y

一
九
一
四
年
八
月
五
日
法
ノ
規
定
A

之
ヲ
康
止
ス
．

第
三
傑

フ
ラ
ン
ス
銀
行
λ

ソ
ノ
銀
行
奉
ノ
所
持
者
－
一
封
ジ
呈
示
ト
同
時
－
一
金
ノ
売
換
ヲ
確
得
ス
。

乙
の
二
僚
に
就
℃
は
既
に
説
明
せ
る
如
〈
舟
換
は
只
園
際
取
引
に
聞
し
て
の
み
限
ら
る
＼
と
い

λ
所
謂
金
銭
桂
木

位
制
の
理
論
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
事
は
繰
返
し
説
明
す
る
の
要
は
な
い
。

之
の
先
換
の
制
限
は
党
換
券
の
性
質
を
誤
ら
し
む
る
事
な
き
の
み
な
ら
ず
、
却
つ
℃
そ
の
堅
貫
性
を
増
加
せ
し
む

る
も
の
で
あ
る
。
蓋
し
か
、
る
制
限
ば
ア
ラ
シ
ス
銀
行
を
し
て
フ
ラ
y
貨
保
護
に
必
要
な
る
方
策
を
、
そ
の
結
果
の
一

あ
ら
は
る
、
領
域
に
随
意
に
集
中
せ
し
め
得
る
か
ら
で
あ
る
。

今
や
フ
ラ
ン
ス
の
党
換
歩
は
世
界
に
於
て
最
も
堅
固
在
る
保
詮
あ
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
る
L
に
歪
つ
立
。

乙
の

脅
換
に
封
す
る
保
護
の
重
要
性
は
更
に
一
九
二
八
年
法
以
来
特
に
明
白
な
る
も
の
と
・
な
っ
た
。
蓋
し
同
法
の
フ
ラ
ン

貨
の
定
義
江
従
へ
ば
フ
ラ
ン
ス
銀
行
の
奮
来
の
正
貨
準
備
を
新
卒
債
で
換
算
を
行
っ
た
。
従
つ
℃
新
平
債
換
算
は
正

貨
準
備
綿
績
に
五
を
来
し
て
得
た
教
と
な
っ
た
が
魚
で
あ
る
。

之
の
増
加
に
よ
b
フ
ラ
ン
ス
銀
行
の
貸
借
封
照
表
は

改
善
せ
ら
る
」
に
至
っ
た
。
即
ち
一
九
二
八
年
以
前
に
於
て
、
先
換
券
に
封
し
杢
く
擬
制
的
志
保
謹
を
構
成
す
る
に

之
、
に
費
産
項
目

過
ぎ
な
か
っ
た
所
の
資
産
項
目
を
騒
止
し
得
る
に
至
っ
た
。

（
旬
。
田
宮
示
。
丘
町
乙
左
い
人
の
は
銀

行
が
園
家
に
封
し
℃
な
す
立
替
金
及
以
外
国
に
・
一
牝
b
て
手
許
に
な

3
在
外
ス
ト
ヅ
グ
に
闘
す
る
資
産
項
目
で
あ
る
。

叉
銀
の
ス
ト
ッ
ク
も
金
と
同
様
に
党
換
器
の
支
柱
、
即
ち
本
位
貨
と
し
て
役
立
つ
℃
居
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

~ι ヘ
耐1司

護主

偽
凶
に
於
け
る
フ
一
フ
シ
安
定
の
舷
過

二
二
九
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務

匹l

号茂

。

九
一
一
八
年
誌
に
よ
b
正
貨
準
備
の
一
部
た
ら
得
な
く
左
つ
免
。
か
く
し
て
党
換
券
は
爾
後
杢
く
金
に
よ
ち
℃
の
み
保

誼
せ
ら
る
k
事
に
な
っ
た
。

上
述
の
正
貨
準
備
額
は
新
平
債
換
算
に
よ

b
得
た
る
利
益
ど
全
部
取
ιリ
切
っ
て
し
ま
ラ
事
は
在
か
っ
台
。
そ
の
う

ち
何
十
億
フ
ラ
ン
は
岡
車
に
牧
め
ら
れ
フ
ラ
ン
ス
銀
行
内
民
間
庫
貸
方
勘
定
と
し
て
記
帳
せ
ら
れ
た
。
か
く

τア
ラ

シ
ス
銀
行
は
図
庫
の
金
躍
の
上
に
一
種
の
統
制
力
を
及
ぼ
す
事
、
が
出
来
る
様
に
な
っ
た
。

か
く
増
額
せ
ら
れ
た
正
貨
準
備
に
は
又
事
賃
上
の
プ
ラ
ン
安
定
時
代
か
ら
買
入
れ
た
外
貨
債

2
0
1
2
d
カ
カ
は

乙
の
外
貨
債
は
そ
れ
自
身
漸
次
金
に
党
換
せ
ら
れ
、
在
庫
保
有
の
五
貨
準
備
内
に
組
み
入
れ
ら
れ
つ

る
事
と
な
る
。

－
L
あ
る
＠
か
く
し
℃
今
や
傭
闘
銀
行
の
金
保
有
量
は
ア
メ
リ
カ
に
失
ぐ
世
界
第
二
の
地
位
を
占
る
に
至
っ
た
。
（
五
百

六
十
億
金
ア
ラ
シ
、
友
在
外
正
貨
約
五
十
億
フ
ラ
ン
）

最
後
に
現
有
主
貨
在
通
貨
流
通
と
の
闘
係
に
つ

3
一
一
一
一
目
す
れ
ば
、
保
闘
の
蓄
制
度
比
於
て
は
通
貨
流
通
額
は
一
定

の
限
度
を
以
て
割
高
れ
て
居
っ
た
。
然
る
に
一
九
二
八
年
法
は
之
を
厳
し
、

一
一
層
新
式
に
し
て
且
伸
縮
性
あ
る
制
度

を
採
用
す
る
に
至
っ
た
。
同
法
は
現
有
正
貨
準
備
と
流
通
載
量
と
の
聞
の
比
率
を
定
め
、
之
を
三
五
%
と
し
た
。
現

時
は
七
百
七
十
億
フ
ラ
ン
の
流
通
量
に
艶
し
五
百
六
十
億
の
現
有
正
貨
量
で
あ
る
が
、
若
し
偽
闘
銀
行
の
所
有
す
る

外
関
債
（
与
の
i
m
S）
を
算
入
す
れ
ば
、
流
通
銀
行
雰
綿
数
量
が
杢
額
保
護
せ
ら
れ
て
居
る
事
と
な
る
。

か
く
り
如
く
し
て
悌
闘
に
於
け
る
通
貨
流
通
量
は
一
九
二
八
年
訟
の
原
則
に
ょ
っ

τ更
に
英
大
な
割
合
を
以
て
増



大
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
旦
傭
間
銀
行
に
は
大
な
る
潜
勢
力
が
あ
る
．
乙
の
力
は
時
期
が
至
れ
ば
或
は
悌
園
経
済
活

動
の
た
め
、
或
は
外
園
経
済
改
善
の
た
め
重
大
な
る
役
割
を
勤
め
得
る
力
と
在
る
で
あ
ら
う
。
か
く
し
て
偽
闘
の
遁

貨
統
制
力
は
園
際
的
救
援
の
有
力
な
る
一
手
段
方
法
と
な
る
の
で
あ
る
。

上
越
の
如
く
備
岡
財
政
の
危
機
を
救
う
た
所
の
も
の
は
外
資
轍
入
に
よ
ら
ず
杢
く
杢
闘
民
の
掠
っ
た
努
力
と
犠
牲

の
結
果
で
あ
b
、
叉
乙
れ
が
統
制
宜
し

3
を
梓
た
ポ
ア
ン
カ
レ

I
内
閣
の
力
で
も
あ
る
。
一
耳
東
悌
図
民
の
大
部
分
を

構
成
し
て
早
川
る
農
民
、
小
士
地
所
有
者
は
常
に
倹
約
を
主
と
し
℃
、

一
日
一
日
の
勤
勉
よ
b
得
た
る
一
銭
一
銭
を
貯

蓄
す
る
の
が
慣
習
で
あ
る
。

乙
れ
が
プ
ラ
ン
安
定
に
際
し
外
資
を
待
た
ず
、
偽
園
調
特
の
財
政
政
策
に
よ
っ
て
、
よ

く
か
、
る
難
事
を
成
功
せ
し
め
た
潜
勢
力
で
あ
っ
た
事
と
思
ふ
。

現
下
の
悌
同
財
界
は
勿
論
世
界
的
不
況
に
よ
っ

τ輪
出
が
不
振
な
る
魚
困
難
の
般
態
に
あ
る
。
而
も
儲
闘
に
は
失

業
者
は
他
岡
に
比
し
甚
だ
僅
少
で
、
約
五
千
名
位
で
あ
b
、
且
英
図
に
見
る
が
如
き
失
業
者
の
特
別
手
営
も
な
い
。

英
、
猫
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、

環
算
は
均
衡
を
得
セ
居
る
の
み
在
ら
ず
、
歳
入
は
超
過
し
て
居
る
、
特
に
注
意
す
可
予
は
フ
ラ
ン
安
定
後
に
於
て

ユ
ー
プ

I

ス
ラ
ピ
ャ
、
チ
エ
ツ
コ
等
の
諸
闘
に
封
し

ア
イ
M
Y
4

ア
ン
ド
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
、

一
六

O
億
フ
ラ
ン
の
外
債
に
臆
じ
℃
居
る
事
賞
で
あ
る
。

以
上
主
以
℃
「
プ
ラ
ン
」
安
定
に
閲
す
る
犬
要
乞
述
べ
終
っ
た
。

。

~＂＇ μ刊

叢

偽
闘
に
於
け
る
フ
ラ
ン
安
定
の
経
過

一一一一
一
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叢
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号虎
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一
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要
之
、

一
九
二
八
年
六
月
ニ
三
日
議
曾
に
提
出
せ
ら
れ
同
二
五
日
法
律
と
し
て
脱
税
布
せ
ら
れ
た
所
謂
「
新
貨
幣
法
」

は
戟
与
に
起
因
す
る
フ
ラ
ン
ス
銀
行
の
先
換
義
務
の
蒐
除
と
金
銀
轍
出
禁
止
と
を
腰
止
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て

フ
ラ
シ
ス
銀
行
は
共
銀
行
歩
に
封
し
、
金
を
以
て
売
換
す
べ
く
義
務
づ
け
ら
る
、
に
至
っ
た
。
而
も
戦
前
に
於
て
は

銀
を
以
て
先
換
す
る
乙
と
も
許
芯
れ
て
居
だ
の
を
全
く
金
先
換
に
改
め
た
の
で
あ
る
。

只
新
貨
幣
法
は
事
賃
上
の
安
定
せ
る
「
法
」
を
法
律
に
よ
ら
確
認
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
戦
前
の
貨
幣
草
位
に
依

復
3
れ
た
の
で
は
な
い
。
新
車
位
は
金
の
純
分
を
奮
翠
位
の
約
五
分
の
一
に
切
下
げ
た
の
で
あ
る
。

車
位
の
金
分
は
麓
夏
3
れ
た
が
其
名
目
は
失
張
従
前
の
逼
b
「
法
」
と
し
た
。
従
っ
て
開
戦
底
後
か
ら
不
換
紙
幣

に
な
っ
た
「
法
」
の
銀
行
券
は
其
偉
疏
遁
し
、
其
下
落
せ
る
野
外
債
植
民
相
嘗
す
る
所
の
金
債
値
が
輿
へ
ら
れ
、
従

前
の
金
「
法
」
の
約
五
分
の
一
に
営
る
金
を
以

τ先
換
せ
ら
る
、
之
と
、
な
っ
た
の
で
あ
る
。

乙
の
法
律
按
布
以
前
に
は
種
冷
な
る
取
引
上
の
難
問
題
が
生
じ
て
居
た
。
例
へ
ば
関
内
取
引
に
於
て
、
奮
貨
幣
法

に
よ
る
「
法
」
で
定
め
た
長
期
の
契
約
日
於

τ、
支
捕
時
の
「
法
」
債
の
購
買
力
、
が
甚
だ
し
く
失
墜
せ
る
結
果
、
「
増

債
立
法
」
を
必
要
と
す
る
に
至
っ
た
事
例
が
欧
州
諸
闘
に
於
け
る
と
同
様
、
僻
園
に
も
起
っ
た
。
叉
金
銭
の
消
費
貸
借

に
就
て
も
、
貨
幣
債
植
の
麓
動
甚
だ
し

2
魚
、
関
内
取
引
に
於
て
も
金
貨
支
排
約
款
、
或
は
物
債
指
数
に
依
る
可
動
基

準
約
歎
撃
が
な
3
れ
、
主
（
致
力
如
何
が
論
議
せ
ら
る
h
h

民
主
っ
た
。
又
間
際
取
引
に
於
て
も
奮
ゾ
ヱ

Y
ミ
ナ

Y
法
ど
以

て
借
入
力
る
債
歩
を
支
梯
時
の
安
債
な
る
「
法
」
を
以
て
鉢
締
せ
ん
と
す
る
魚
に
屡
困
難
な
る
問
題
を
生
ず
る
に
至



っ
た
。
然
る
に
か
、
、
る
問
題
は
一
九
二
八
年
法
の
制
定
に
よ

b
明
瞭
に
解
決
せ
ら
る
L

に
至
っ
た
。
即
ち
該
法
律
は

圏
内
及
閥
際
取
引
に
於
℃
、
奮
貨
幣
草
牝
の
約
五
分
の
一
に
切
下
げ
ら
れ
た
る
新
「
プ
ラ
ン
」
を
以
て
弊
擁
に
充
嘗

L
得
る
事
を
規
定
し
た
。
従
っ
て
債
楳
者
は
新
「
怯
」
が
奮
「
法
」
の
約
五
分
の
一
・
な

b
と
の
押
一
白
を
以
て
受
取
を

ノ
ミ
ナ
り
ス
ム

拒
み
得
、
苫
る
は
勿
紘
一
酬
で
あ
る
。
乙
れ
貨
幣
は
「
名
目
主
義
」
に
よ
る
可
－
3
が
原
別
で
あ
る
結
果
に
外
な
ら
な
い
。
こ

の
原
則
は
傭
民
法
一
八
九
五
傑
『
金
銭
消
費
貸
借
ヨ
ヲ
生
ス

Y
債
搭
つ
官
ニ
契
約
中
ニ
表
示
サ
レ
タ
Y
数
字
上
ノ
金

銭
ノ
ミ
ヲ
以
ア
足
U
Y

』
の
主
旨
に
徴
す
る
も
明
瞭
な
る
所
で
あ
る
。
只
一
九
二
八
年
六
月
法
第
二
僚
第
二
項
に
於
℃

は
、
互
の
原
則
に
例
外
を
設
け
、

『
前
項
ノ
定
義
A

本
法
会
布
前
－
一
金
「
フ
ラ
ン
」

ニ
ア
有
致
ニ
契
約
セ
ラ
レ
タ

y

闘
際
的
支
抗
ニ
針
ジ
ア
之
ヲ
趨
用
セ
ス
』
と
規
定
し
た

Q

従
っ
て
乙
の
例
外
の
趨
用
を
受
く
る
矯
に
は
取
引
が
国
際

的
な
る
事
、

一
九
二
八
年
前
の
契
約
な
る
事

金
「
ブ
ラ

γ
」
が
有
致
に
契
約
せ
ら
れ
た
る
事
が
必
要
で
あ
る
。

乙

の
例
外
規
定
の
趨
用
あ
b
や
否
ゃ
に
付
て
幾
多
の
外
債
が
問
題
と
な
っ
た
。
例
へ
ば
図
際
常
設
司
法
裁
判
所
の
問
題

と
な

b
た
る
セ

Y
ピ
ヤ
針
悌
闘
の
外
債
の
如
き
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

其
他
一
一
層
複
雑
せ
る
闘
係
に
あ
る
も
の
正
し
て
は
一

0
0、
八
八

O
、
0
0
0法
の
東
京
市
傭
貨
公
債
の
如

3
問
題

が
あ
る
。
本
問
題
も
畢
覧
根
本
は
「
法
L

下
落
に
随
伴
し
℃
生
じ
来
b
た
る
所
の
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

猶
本
法
に
什
て
注
意
を
要
す
る
事
は
フ
ラ
ン
ス
銀
行
の
先
換
は
金
を
以
て
す
る
の
で
、
外
岡
向
魚
替
を
以
℃
金
品
九

換
に
代
へ
る
事
は
法
律
の
認
め
ぎ
る
所
で
あ
る
。
貫
際
問
題
と
し
て
は
在
外
正
貨
の
賓
却
を
以
て
全
党
換
に
代
へ
る

論

叢

備
闘
に
於
け
る
ブ
ラ
シ
安
定
の
経
過

一一一



jl'fj 

考基

論

議

第

四

務

l'Ll 

乙
と
は
出
来
る
で
あ
ら
う
が
、
と
れ
も
相
手
方
、
と
協
議
の
上
で
の
事
で
あ
る

G

乙
の
黙
は
濁
逸
、
ぺ
U
Y

ギ

I
、
イ
タ

肯
ノ

T
等
の
諸
闘
が
外
闘
魚
一
替
を
以
℃
金
の
代
用
と
す
る
乙
と
を
法
制
上
認
め
た
の
と
は
趣
を
異
に
し
、
金
再
禁
止
前

の
英
闘
の
制
度
と
杢
然
同
一
で
あ
る
。
即
ち
巌
格
な
る
金
本
位
制
主
義
を
保
持
し
て
来
た
の
で
あ
る
。

其
他
新
法
の
特
色
と
し
℃
合
貨
流
通
を
質
調
せ
し
め
ゴ
ら
し
め
た
助
、
小
口
の
党
換
を
認
め
ま
る
勤
、
自
由
鋳
造

を
無
制
限
に
認
め
ざ
る
助
、
売
換
券
の
流
通
額
の
制
限
を
撤
康
せ
る
勲
等
多
々
あ
る
が
、
此
等
に
付
て
は
博
士
の
要

綱
の
中
に
も
述
べ
て
あ
る
か
ら
略
す
る
。

一
九
二
八
年
法
は
、
要
す
る
に
、
非
常
に
簡
明
な
る
比
例
準
備
、
金
先
換
の
義
行
方
法
を
採
用
し
た
る
も
の
と
謂

日
得
る
。
而
し

τ嘗
卒
債
の
引
下
げ
駄
が
甚
だ
常
を
得
て
居
っ
た
が
矯
め
に
、
備
岡
の
新
「
法
」
に
よ
る
金
解
禁
の

結
果
は
頗
る
良
好
の
結
果
を
見
る
に
至
っ
て
、
現
今
に
於
て
悌
闘
の
正
貨
準
備
は
北
米
合
衆
闘
に
つ
い
で
世
界
の
二

大
金
保
有
岡
左
な
っ
て
し
全
っ
た
。
之
の
意
味
に
於
て
戟
後
の
通
貨
整
理
と
し
て
の
新
「
法
」
の
安
定
は
誠
に
重
要

－
な
る
意
義
を
有
す
る
も
の
と
謂
は
ね
ば
在
ら
在
い
。
殊
に
平
偵
を
以
て
金
解
禁
を
断
行
せ
る
我
闘
の
羽
肢
を
見
る
と

き
、
悌
閣
の
一
事
費
上
及
法
律
上
の
一
「
怯
」
安
定
に
闘
す
る
研
究
は
甚
だ
有
意
義
で
あ
b
且
必
要
な
る
事
で
あ
る
と
確

信
す
る
。
而
し
て
問
題
は
皐
一
覧
園
民
の
努
力
に
待
つ
所
の
大
な
る
事
は
、
悌
閣
の
事
責
上
の
「
法
」
安
定
の
賞
践
に

付
て
見
ろ
も
知
る
事
が
出
来
る
。
外
賓
轍
入
の
方
訟
に
よ
っ
て
得
た
る
金
本
位
の
確
立
、
或
は
無
哩
な
る
平
債
に
よ

る
金
本
位
へ
の
復
騎
の
如
き
は
必
ず
や
面
白
か
ら
ぎ
る
結
果
を
見
る
も
の
と
一
五
日
得
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
私
は



偽
闘
の

博
士
の
所
論
の
一
節
を
紹
介
す
る
事
も
決
し
て
無
益
で
な
い
を
考
へ
る
。

「
法
」
安
定
に
付
て
我
闘
の
大
い
に
皐
ぷ
所
の
も
の
が
多
い
事
正
確
信
す
る
。

（
一
九
コ
二
年
十
二
月
十
二
円
）

乙
の
意
味
に
於
て
カ
ピ
タ
ン

Z ヘ
己創価

叢

偽
闘
に
於
け
る
フ
ラ
ン
安
定
の
緑
過

五．




